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邑南町

雲南市

視 察 研 修 報 告

島根島根島島島根根島根

in 島根県邑南町農業委員会
             雲南市農業委員会

　

去
る
10
月
29
日
と
30
日
の

二
日
に
渡
り
、
農
業
委
員
会

の
視
察
研
修
と
し
て
島
根
県

の
邑
南
（
お
お
な
ん
）
町
、

雲
南
市
へ
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
邑
南
町
は
島
根
県
西

部
、
雲
南
市
は
東
部
に
位
置

し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
周
囲

を
山
に
囲
ま
れ
て
い
て
球
磨

人
吉
に
近
い
風
景
の
と
こ
ろ

で
す
。

　

視
察
の
目
的
と
し
て
、
邑

南
町
で
は
子
育
て
支
援
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
を
主
軸
に
置

い
た
定
住
化
促
進
事
業
、
雲

南
市
で
は
小
規
模
面
積
の
農

地
を
空
き
家
と
併
せ
て
扱
え

る
よ
う
に
す
る
取
り
組
み
を

視
察
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
邑
南
町
で
は
、
役
場

に
て
担
当
の
方
か
ら
町
の
概

要
、
農
業
委
員
会
に
つ
い
て

の
説
明
を
受
け
た
の
ち
、
メ

イ
ン
と
な
る
子
育
て
支
援
事

業
に
つ
い
て
を
学
び
ま
し
た
。

邑
南
町
は
「
日
本
一
の
子
育

て
村
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

住
宅
斡
旋
や
中
学
生
ま
で
の

医
療
費
免
除
な
ど
町
の
各
方

面
が
協
力
し
て
町
外
か
ら
の

移
住
者
を
増
や
し
、
人
口
減

少
を
抑
え
る
方
向
へ
と
尽
力

さ
れ
て
い
ま
す
。
山
深
い
と

こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
地

理
的
に
大
都
市
の
広
島
市
か

ら
車
で
1
時
間
程
度
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
成
果
の

方
は
着
実
に
上
げ
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

次
に
雲
南
市
で
の
研
修
で

は
、
新
し
く
で
き
た
ば
か
り

の
市
庁
舎
に
お
邪
魔
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
農
業
委
員
会
会

長
、
事
務
局
、
暮
ら
し
推
進

課
の
皆
さ
ん
よ
り
、
各
取
り

組
み
に
つ
い
て
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
雲
南
市
で
は
宅

地
の
傍
に
あ
る
よ
う
な
面
積

の
小
さ
い
農
地
や
、
小
規
模

な
経
営
の
方
が
離
農
さ
れ
た

後
に
残
っ
た
農
地
な
ど
を「
空

き
家
付
農
地
」
と
し
て
特
例

を
設
け
て
取
り
扱
い
、
従
来

の
制
度
で
は
最
低
面
積
で
の

農
地
を
取
得
で
き
な
か
っ
た

人
で
も
住
宅
に
付
随
す
る
形

で
農
地
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
制
度
は
市
の
定
住
化
推

進
事
業
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
大
き

な
目
的
は
市
へ
の
移
住
定
住

を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
市
庁
舎
で
の
研
修

の
後
、
実
際
に
空
き
家
付
農

地
と
し
て
出
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
学
し
ま
し
た
。

　

視
察
し
た
邑
南
町
、
雲
南
市

と
も
に
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
性

は
違
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
地

域
社
会
の
維
持
を
ど
の
よ
う
に

し
て
い
く
か
と
い
う
点
で
は
共

通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
ど
こ
の
農
村
地
帯
で
も

共
通
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
ま

す
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
農

業
分
野
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
考

え
方
を
提
案
で
き
る
の
か
と
い

う
地
域
づ
く
り
の
あ
り
方
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
研
修
で
し
た
。

（
担
い
手
班
長　

的
射
場
洋
一
）

邑南町研修　スライドによる説明

邑南町にて鶴田会長よりあいさつ

邑南町研修の様子

雲南市研修の様子

雲南市現地視察

雲南市定住推進員より説明
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杉
下　

和
治 

委
員

　

１
泊
２
日
の
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
取

り
組
ん
だ
農
委
研
修
。
地
方
創
生
を
う
た
っ

た
国
策
は
、
田
舎
の
町
ま
で
は
届
い
て
い
な

い
の
が
現
状
だ
と
思
う
。

　

そ
の
中
で
、
唯
一
先
進
的
な
取
り
組
み

を
さ
れ
て
い
る
町
・
市
を
訪
ね
る
事
が
出

来
て
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
。
全
国
的
に
農

村
地
域
で
は
、
高
齢
化
、
少
子
化
等
人
口

の
減
少
が
目
立
っ
て
お
り
、
問
題
化
し
つ
つ

あ
る
。
私
達
の
住
む
あ
さ
ぎ
り
町
で
も
例

外
で
は
な
い
。
私
の
住
む
地
域
で
も
近
年

空
き
家
が
増
え
、
保
育
所
・
小
学
校
へ
通

う
子
供
達
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
あ

と
10
年
も
し
た
ら
農
地
を
守
っ
て
い
け
る
の

か
不
安
で
た
ま
ら
な
い
。

　

そ
ん
な
中
、
邑
南
町
で
は
、「
日
本
一
の

子
育
て
村
を
目
指
し
て
」
の
看
板
を
あ
げ

て
ま
た
、
全
国
に
向
け
て
情
報
発
信
「
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
た
ち
集
え
！
」
を
行
い
、
町

全
体
が
一
つ
に
な
っ
て
若
者
の
定
住
促
進
に

力
を
入
れ
て
い
る
。
事
実
、
実
績
も
上
が
っ

て
き
て
い
る
。
こ
ん
な
田
舎
町
が
す
ご
い
と

思
っ
た
。

　

ま
た
、
雲
南
市
で
は
、
農
地
つ
き
の
空

き
家
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
た
。
こ
こ
は
、
私
達
の
町
の
様
に
、
30

ａ
区
画
さ
れ
た
農
地
が
広
が
る
所
で
は
な

い
。
山
間
の
10
〜
20
ａ
の
田
・
畑
が
点
在

す
る
所
だ
っ
た
。
ど
ん
な
経
営
を
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？
不
安
視
す
る
面
も
あ
っ
た

が
「
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
子
々
孫
々
の
代

ま
で
守
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
気
は
く
が
感

じ
ら
れ
た
。
定
住
推
進
員
、
定
住
企
画
員

制
度
を
作
り
、
空
き
家
対
策
、
就
業
や
就

農
支
援
を
行
い
、
定
住
後
の
生
活
サ
ポ
ー

ト
ま
で
さ
れ
て
い
る
。
都
会
の
若
者
に
対

し
て
、
住
み
よ
い
町
を
ア
ピ
ー
ル
、
大
都

会
だ
け
が
生
活
、
生
き
る
場
所
で
は
な
い
。

こ
ん
な
田
舎
町
で
も
、
安
心
し
て
生
活
し

て
い
け
る
場
所
が
あ
る
の
だ
と
自
信
を
持
っ

て
紹
介
し
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。

　

あ
さ
ぎ
り
町
で
も
、
10
年
後
、
い
や
未

来
を
見
据
え
て
一
日
で
も
早
く
か
ら
対
策
に

乗
り
出
し
て
ほ
し
い
、
の
り
だ
さ
ね
ば
と
実

感
し
た
研
修
で
し
た
。

　

最
後
に
、
今
回
快
く
受
け
入
れ
て
下
さ
っ

た
邑
南
町
、
雲
南
市
の
皆
様
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

田
崎　

洋
一
郎 

委
員

　

４
月
に
あ
さ
ぎ
り
町
農
業
委
員
を
拝
命

し
て
、
今
回
は
じ
め
て
視
察
研
修
に
参
加

し
た
。

　

昼
食
を
と
り
、
最
初
の
研
修
地
は
邑
南

町
。
あ
さ
ぎ
り
町
と
同
じ
く
、
周
辺
町
村

と
合
併
し
て
平
成
16
年
に
誕
生
し
た
新
し

い
町
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
邑
南
町
で
は
「
日
本
一
の
子

育
て
村
構
想
」
と
い
う
こ
と
で
、
定
住
促
進

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
研
修
し
た
。
あ
さ
ぎ

り
町
と
同
じ
中
山
間
地
で
あ
り
、
人
口
減

少
、
高
齢
化
、
未
婚
率
の
上
昇
と
、
た
く

さ
ん
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
国

や
県
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
利
用
し
、
特

に
子
ど
も
に
対
し
て
手
厚
い
補
助
を
し
て
い

る
。
行
政
と
地
域
が
手
を
取
り
合
っ
て
、
い

か
に
町
村
か
ら
の
転
入
を
促
進
し
定
住
し
て

も
ら
え
る
環
境
作
り
に
努
力
し
て
い
る
姿
が

勉
強
に
な
っ
た
。
あ
さ
ぎ
り
町
で
も
、
こ
の

取
り
組
み
を
参
考
に
し
て
努
力
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

　

２
日
目
の
研
修
地
は
雲
南
市
。
こ
こ
も

周
辺
６
町
村
が
合
併
し
た
人
口
約
４
万
人

の
新
し
い
市
だ
。
ま
ず
は
２
カ
月
前
に
完

成
し
た
と
い
う
市
庁
舎
、
ホ
テ
ル
の
よ
う

な
入
口
を
入
っ
て
研
修
ル
ー
ム
へ
。
こ
の
雲

南
市
も
合
併
当
時
よ
り
、
約
４
千
人
も
人

口
が
減
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
全
国

的
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
空
き
家
対
策
に
目

を
つ
け
、
農
地
取
得
の
下
限
面
積
を
１
ａ

に
設
定
し
て
、
農
地
付
き
空
き
家
を
提
供

す
る
と
い
う
施
策
で
あ
っ
た
。
耕
作
放
棄
地

の
解
消
や
、
都
会
か
ら
の
転
入
と
定
住
を

狙
っ
た
新
し
い
取
り
組
み
で
あ
る
。
た
だ
、

家
庭
菜
園
程
度
の
農
地
な
ら
希
望
者
は
あ

る
と
思
う
が
、
機
械
を
使
わ
な
い
と
耕
作

で
き
な
い
よ
う
な
広
い
農
地
が
付
い
た
場

合
、
ど
れ
ほ
ど
の
希
望
者
が
あ
る
の
か
が

気
に
な
っ
た
。
ま
た
、
定
住
促
進
の
課
題

と
し
て
、
そ
の
地
域
の
風
習
や
活
動
に
馴

染
め
ず
出
て
い
く
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。た
だ
住
む
だ
け
で
な
く
、

近
所
づ
き
あ
い
を
大
切
に
す
る
田
舎
な
ら

で
は
の
課
題
だ
と
思
っ
た
。

　

今
回
、
あ
さ
ぎ
り
町
と
同
じ
中
山
間
地

の
邑
南
町
と
雲
南
市
を
研
修
し
て
、
人
口

減
少
は
避
け
て
通
れ
な
い
中
、
い
か
に
人
を

呼
び
、
若
い
人
が
出
て
い
か
な
い
よ
う
に
魅

力
あ
る
町
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
地
域
の
水
田
の

区
画
を
見
て
球
磨
地
方
の
よ
う
に
30
ａ
程

度
の
区
画
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
所
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
あ
ら
た
め
て
、
あ
さ

ぎ
り
町
の
農
業
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
た

研
修
だ
っ
た
。

石
山　

孝
史
郞 

委
員

　

10
月
29
日
（
木
）
よ
り
１
泊
２
日
で

島
根
県
へ
農
業
委
員
会
視
察
研
修
へ

行
っ
て
来
ま
し
た
。

　

１
日
目
は
、
島
根
県
中
央
部
の
山
間

に
あ
る
邑
南
町
で
の
研
修
。
農
業
委
員

会
と
定
住
促
進
課
の
話
を
聞
い
た
。
こ

の
町
は
定
住
対
策
で
テ
レ
ビ
の
取
材
を

う
け
る
ほ
ど
、
マ
ス
コ
ミ
に
注
目
の
町

だ
。
実
際
、
こ
こ
２
年
ほ
ど
、
人
口
が

増
え
て
い
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
日
本

一
の
子
育
て
村
」だ
。子
ど
も
医
療
費
や
、

保
育
料
の
減
額
や
無
料
化
な
ど
数
多
く

の
施
策
が
あ
っ
た
。
中
で
も
不
妊
治
療

の
助
成
は
い
い
制
度
だ
と
思
っ
た
。

　

２
日
目
は
、
松
江
市
と
出
雲
市
に
隣

接
す
る
雲
南
市
で
の
研
修
。
雲
南
市
も

邑
南
町
と
同
じ
平
成
16
年
に
合
併
し
た

新
し
い
市
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
庁
舎
も

新
し
く
今
年
８
月
に
完
成
し
た
斬
新
な

デ
ザ
イ
ン
の
建
物
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
の

市
も
定
住
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
た
。

「
空
き
家
付
農
地
」
で
７
件
の
実
績
が

あ
っ
た
。
こ
の
対
策
は
文
字
通
り
空
き

家
に
な
っ
た
物
件
に
、
農
地
が
付
い
て

い
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
農
地
の
方
が
1
ａ
と
全
国
で
も
最

小
面
積
で
空
き
家
に
入
居
し
た
人
に
家

庭
菜
園
く
ら
い
の
無
理
の
な
い
農
業
を

楽
し
ん
で
も
ら
う
目
的
が
あ
る
よ
う

だ
っ
た
。

　

２
日
間
の
研
修
を
終
え
、あ
さ
ぎ
り
町

に
お
い
て
も
、人
口
減
少
や
農
業
後
継
者

対
策
な
ど
、こ
の
町
の
特
性
を
生
か
し
た
施

策
を
私
達
、農
業
委
員
で
少
し
で
も
で
き

る
事
を
話
し
合
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
た
。
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　米議会上院は６月 24日、迷走を続けていた、大統領
に通商交渉の権限を一任する「貿易促進権限（TPA）法案」
を可決しました。これにより、環太平洋連携協定（TPP）
交渉が大筋合意へと進展する可能性が出てきました。
　現在、TPP 交渉に参加しているのは日本を含めて
12 ヶ国ですが、全ての国で交渉参加反対の声が大きく
なっています。アメリカによる、アメリカのための TPP
といわれている当のアメリカでも、労働組合や一般市民
を中心に根強い反対運動が巻き起こっており、TPA 法案
の迷走はそのことを裏付けています。我が日本にとって
は、TPP に参加することは「国のかたちが変わる」ほど
大変な問題です。
　TPP 参加に反対の世論が圧倒的であった 2012 年 12
月の総選挙で、自民党は「例外なき関税撤廃を前提とす
る TPP 交渉に反対する」、「関税以外の５項目でも国益
を守る」を公約として掲げ、大勝しました。当選した自
民党議員 295 人のうち７割にも及び 205 人が選挙公約
で TPP 参加に反対を表明していたことも明らかになっ
ています。しかし、その総選挙からわずか３ヶ月後の３
月 15日、安倍首相は公約を完全に裏切り TPP 交渉参加
を表明したのです。
　TPP は 21 分野にも及ぶ膨大なものですが、すべてが
国民に大打撃を与えるものばかりで優劣のつけようがあ
りません。その中でも農業分野は一番身近なものであり、
JA や消費者団体から抗議の声が巻き起こったのは当然
です。そのために参加表明直後の４月、衆参の農林水産
委員会において「重要５品目などの聖域の確保を最優先
し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さ
ない」等の決議を行いました。しかし、その後の TPP
の日米交渉では、「国益を守る」どころか、アメリカの
圧力に屈して、牛肉・豚肉・酪農・米などで次々と譲歩
をつみかさねています。安倍政権になっての２年間で米
価は３割もの大暴落となっています。その上に、アメリ
カ産米 20 万トンもの受け入れを要求しているのです。
アメリカの思惑通りに交渉は進んでいるのに、政府は国
民にほとんど情報を伝えていません。全てが秘密という
のが TPP 交渉の正体であり、当然かもしれませんが。

　今や、公約違反・国会決議違反は明らかであり、交渉
から早急に撤退すべきです。
　農業委員会は、農業・農村・農業者の代表者として、
食糧自給率向上のため、優良農地の確保と効率利用を進
め、意欲ある担い手を育成確保し、活力ある農業と農村
社会を目指して活動しています。このことからしても、
現在の緊迫した TPP の進展を看過することはできませ
ん。私たちは、６月 25日開催した第４回あさぎり町農
業委員会総会での全員協議会で「TPP 交渉からの撤退」
を建議することとしました。
　あさぎり町は、４年前より「TPP 参加に反対」の懸垂
幕を庁舎正面に掲げ意志を鮮明にしていることは私たち
町民が誇りとしているところです。町におかれましては、
「TPP 交渉からの撤退」について国及び県に対し要望・
要請いただきますよう、「農業委員会等に関する法律第
６条第３項」の規定に基づき建議いたします。

平成 27年７月７日　

　　　あさぎり町長　　愛甲　一典　様

　　　　　　　　　あさぎり町農業委員会
　　　　　　　　　　　　　　　会長　鶴田　和典

　ＴＰＰの大筋合意で影響を受ける農林水産物。なかでも特に影響が大きいのが、コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂
糖の原料の５項目です。このため、衆議院と参議院の農林水産委員会は、日本の交渉参加を前にした 2013 年４月、政
府に対して農林水産物への配慮を求める決議を行いました。交渉の結果、農産物の重要５項目では、586 品目のうち
70％に当たる 412 品目は、関税撤廃の例外となりました。

「TPP交渉からの撤退」についての建議

農産物重要５項目の合意内容

コメ

牛肉・豚肉

麦

乳製品など

無関税の輸入枠

アメリカアメリカ ５万トン
発効時
５万トン
発効時

主食用米主食用米

小麦小麦

大麦大麦

バター・脱脂粉乳バター・脱脂粉乳

チーズチーズ 粉チーズ・チェダー・ゴーダ→16年目に関税撤廃
モッツァレラ・カマンベール→現状の関税維持

ソーセージ→6年目に関税撤廃　牛タン・フローズンヨーグルト→11年目に関税撤廃

７万トン
13年目～
７万トン
13年目～

19万2,000トン
発効時

19万2,000トン
発効時

25万3,000トン
7年目～

25万3,000トン
7年目～

2万5,000トン
発効時

2万5,000トン
発効時

6万5,000トン
9年目～

6万5,000トン
9年目～

6万トン
発効時
6万トン
発効時

7万トン
6年目～
7万トン
6年目～

6,000トン6,000トン 8,400トン8,400トン
オーストラリアオーストラリア

牛肉・豚肉の関税

無関税の輸入枠

無関税の輸入枠

アメリカ・カナダ
オーストラリア
アメリカ・カナダ
オーストラリア

ＴＰＰ参加国
対象

ＴＰＰ参加国
対象

ＴＰＰ参加国
対象

ＴＰＰ参加国
対象

現在現在 現在現在

38.5％ 27.5％ 20％ 9％
発効時発効時 発効時発効時10年10年 16年目～16年目～

50円
（価格が安い肉1キロあたり）
125円482円

10年目～10年目～
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農委・農地制度が変わります！
①農業委員会の役割が「農地等の利用
の最適化の推進」として強化されま
す＝義務業務になります

⑥農業委員会ネットワーク機構の整備

③農業委員の選出方法
が変わります

１　担い手への農地利用の集積の推進
２　耕作放棄地の発生防止・解消の推進
３　新規就農、企業等の農業参入の支援

１　農業委員会相互の連絡調整、農委の取組に
関する情報の公表、農委の委員、最適化推進
委員、職員に対する講習、研修等の支援
２　農地に関する情報の収集
３　農業経営者、新規就農、新規参入者への支援
４　農業経営の法人化等の経営支援
５　認定農業者等の農業の担い手の組織化と組
織運営の支援
６　農業一般に関する調査と情報提供

１　公選制から地域推薦・公
募になり、市町村長が議会
の同意を得て任命すること
になります
２　農業委員の過半数は認定
農業者であることが求めら
れます
３　性別や年齢がかたよらな
いよう女性や青年の登用促
進が行
われま
す

１　農業委員会は農業委員とともに地域で活動
する推進委員を委嘱します（ただし、すでに
農用地利用の効率化等が相当程度進んでいる
など政令で定める
基準に該当する場
合は除きます）

２　推進委員は農業
委員会の総会、部
会に出席し意見を
のべることができ
ます

１　農業生産法人から農地所有適格法人へ
２　農地転用制度が変更されます

今回の改正法により、農業委員
会、県農業会議、全国農業会議
所は「農地等の利用の最適化の
推進」に関する施策の改善につ
いて具体的な意見を「提出しな
ければな
らない」と
なりました
（ 農 委 法
第 38 条、
農委法第
53条）

現在、農業委員会の活動状
況は、全国農業会議所の
ホームページに「活動整理
カード」として公表されてい
ますが、今回の法改正によ
り、農地等の利用の最適化
の推進など農業委員会活動
をインターネットなどで公
表することが『義務』づけ
されます（農委法第37条）

②農地利用最適化推進委員が設置され
ます

⑦農地制度も改正されます

④「農地等の利用の最適化
の推進」に関する意見提
出が責務になります

⑤農業委員会活動の
「見える化」をさら
に進めます

転用制度が変更されます
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皆越　孝幸さん
あさぎり町上東（石坂）

①平成26年３月
②本人、両親、妹２人の５人家族
③葉たばこ　水稲　飼料稲
④葉たばこ220a　水稲400a　飼料稲230a
⑤よりよい品質の作物の栽培に努めています。
⑥早く仕事を覚え作物の品質向上を目標に頑張ります。

山﨑　恵太さん
　あさぎり町岡原南（岡麓）

①平成26年12月
②本人、妻、長男、次男、三男
③薬草10a　きゅうり10a　WCS90a
　山田錦（酒米）25a　自家米20a
④ 150a
⑤きゅうりの収穫中　薬草の準備中
　スナップえんどうの準備中
⑥薬草を主とし、作付け面積の拡大、
　技術の向上を目指します。

樅木　聖也さん
　あさぎり町上北
　　　　　　（神殿原）

①平成26年～
②本人、祖父、祖母
③牛繁殖　15頭
　米220a
④ 460a
⑤牛養い　米
⑥牛を増頭して、うまくまわせるように！
⑦一生懸命頑張ります。彼女募集中。

⑤今現在の取り組みなど
⑥これからの目標・展望
⑦今の思いや農業に対する気
持ちなど
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福元　大輔さん
あさぎり町岡原北（竹野）

①平成27年１月～
②本人、父、母
③トルコギキョウ、ストック
④トルコギキョウ30a　ストック5a
⑤勉強中
⑥品質向上
⑦今までのやり方に新しいやり方を取り入れ、
少ない面積での収益アップを目指したい。

①平成25年４月～
②本人、父、母
③たばこ、米、ＷＣＳ、野菜（ブロッコリー・いんげん）、麦
④たばこ215a　米70a　WCS440a　野菜45a　麦110a
⑤就農するにあたり親が経営していた作物以外を主として取り組むことで、単なる後継者
ではなく農業経営者としての自覚と責任を意識しています。
⑥生産性や合理化にて規模拡大といきたいところですが、今はまだその前の段階として、
手間の掛かる仕事やきつい作業を愚直にやる。そしてその中から収益につながる何かを
見出していけたらと思っていますので、あまり大きな目標はまだありません。
⑦サラリーマン感覚とのギャップに未だ葛藤しながら農業という仕事に対するやりがいや
喜びを模索中です。

①就農した年月
②家族構成
③作っている作物
④経営面積

石川　祐介さん
あさぎり町免田東（久鹿）



あさぎり町農業委員会だより

平成27年 12月発行 8

農業者年金の

Ｑ＆Ａ 　公的年金ですので支払った保険料は、全額が社会保険料控除となり、
所得税等の節税につながります。
　また、将来受け取る年金は、公的年金等の控除の対象となり、65 歳
以上の人であれば合計額が 120 万円までは全額非課税となります。

　脱退もできます。ただ
し、脱退一時金ではなく、
それまで支払った保険料
と運用益は、加入期間に
かかわらず、将来、年金
として受け取ることにな
ります。

　農業者年金に加入する人は、国民年金の付加年金の加入義務があります。
この付加保険料の月額 400 円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、
国民年金を受け取る時に毎年「200 円 × 納付月数」が上乗せされます。
たとえば、付加保険料を 20年間（240 か月）納付した場合には

　なんと！２年間で 20 年間の納付額分を受け取れて、その後も年金を受
け取る間はずっと付加年金がもらえるのです。

☆支払う保険料の総額　月額 400円 × 240 か月＝96,000 円（20年間の納付額）
☆受け取る付加年金　　200円 × 240 か月＝48,000 円（１年間の受給額）

税制上の優遇はあるの？Ｑ

Ｑ 国民年金の付加年金加入って、何？Ｑ
途中脱退はできるの？
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◆農業者年金に加入してよかったと思うこと
・年金受給が65歳と言う事で１つの農業に対しての区切りとしてリフレッシュ出来た事
・経営移譲した事によって後継者の自立心が出来た事
・終身年金である事
◆農業者年金未加入の方へのお勧めの言葉
・我々の時代の年金のやり方ではなく、現在は積立て方式である事で安心して年金加
入が出来る。
・掛金は農業経費として計上出来る事で経営の安定にもつながると思う。

◆農業者年金に加入してよかったと思うこと

　・老後の趣味でも、色んな所に出かける経費も、農業者年金で賄える。

◆農業者年金未加入の方へのお勧めの言葉

　・老後の生活安定のため、ぜひ必要。自分が受給してみて一番良くわかります。

城本　勝行さん（77歳）
◆住　　所　あさぎり町岡原（開墾）

◆経営形態　たばこ　水稲

◆農業者年金に加入した年月

　昭和 46年１月

永井　　梓さん（71歳）
◆住　　所　あさぎり町免田（久鹿）

◆経営形態　たばこ　水稲

◆農業者年金に加入した年月

　昭和 53年 12月

農業者年金受給者からの 声声



あさぎり町農業委員会だより

平成27年 12月発行 10

地　区 担当委員名 担 当 地 区 名

上

豊　永　安　茂  神殿原、平和、永山、狩所、皆越
上　野　勇一郎  清水、柳別府
重　信　洋　一  麓、秋時
溝　口　秀　人  下永里、堀角、石坂
三　宅　武　二  榎田
石　山　孝史郎  永里、上永里
中　村　陽　子  井上
橋　口　丈　一  西別府
鶴　田　和　典  塚脇、今井

免田

的射場　洋　一  永才、下乙
林　田　樫　臣  久鹿、吉井の一部（国道から以北）
廣　瀬　孝　喜  黒田
松　本　廣　幸  築地、吉井の一部（国道から以南）
吉　田　利　明  八幡町、大正町、本町、二子

岡原

杉　下　和　治  別府、竹野の一部
上　田　辰　己  斉堂、開墾、永岡の一部
宮　原　久　子  熊野
平　田　作　實  宮麓
井　上　正　次  福留、岡麓、永岡の一部
福　永　高　嗣  桧山、竹野の一部

須恵
恒　松　純　生  寺池
田　崎　洋一郎  覚井、屯所の一部
平　川　　　勇  阿蘇、屯所の一部

深田
多　田　喜一郎  下里、内山、新（鷺巣）、植の里
西　　　秀　人  庄屋、仁王
濱　田　定　武  古草城、明甘、新（新深田）

　　　　　地区毎に上から議席番号順で掲載しています。

遊
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農地法の手続き、あれこれ？？

農地以外の用途に変更（転用）する
ための売買・賃借等の権利移動

権利移動を伴わない
農地以外の用途に変更（転用）

●非 農 地 通 知 書●

許可がおりるまで、第３条は申請してからおおむね１ヶ月、第４・５
条は申請してからおおむね２ヶ月かかります。

転用許可書が交付される前に農地以外にかえることはできません。必ず許可が出てからでないと元に
戻していただくことになります。転用等の場合は、まず農業委員会へご相談ください。

＊耕作しなくなった農地の売買
＊新規就農のために農地を借りたい
＊農地の贈与をしたい（農業者以外の人に贈与はでき
ません）　など

農地法第３条の申請が必要です。
農地法第３条の申請要件としてあさぎり町では取得後
の（経営等）面積が 50a以上となることが必要です。

＊太陽光パネルの設置のための売買
＊住宅等建設用地への売買・贈与　など

農地法第５条の申請が必要です。

＊住宅・倉庫・植林用地のための転用

農地法第４条の申請が必要です。

農用地区域外の復旧不可能と判断された
農地について発行されます。通知書が送
付された農地については農業委員会の許
可を受けずに転用できますので手続きを
してください。農用地区域内の遊休農地
については非農地適用外のため、農地と
して適正に管理をしてください。（荒れて
いるからといって、非農地証明を受け取
ることはできません）

●

●農地のままで売買・貸借等の
権利移動● ●

●

●

農地転用の
手続きについて● ●

♦　転用申請する前にお読みください　♦
◆農地の転用で、農用地区域内の農地については原則として認められません！転用を
検討する場合には、除外手続きを行ってから申請をしてください。

農用地区域内からの除外申請は、
農林振興課（45-7218）が窓口ですのでご相談ください。

◆許可を受けないで転用した時には、工事の中止または原状回復その他違反行為の是
正のために必要な措置を命ずることができるほか、３年以下の懲役または 300 万円
以下の罰金（法人は１億円以下）が適用されることがあります。

◆自己所有の農地を 2a 未満の農業用施設（堆肥舎、水路）等に転用する場合は、許可
は不要ですが、『許可不要転用届』の事前提出は必要です。

◆農地の転用については、現地確認を行います。農地として認められない農地（すで
に農地として利用されていない等）の転用については許可ができない場合がありま
す。また、農用地区域外であっても農地以外への転用許可ができない場合もありま
すので事前に農業委員会へご相談ください。
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一
雨
ご
と
に
寒
く
な
る
11
月
。
今
年
は
一
雨

ご
と
に
暖
か
く
な
り
、
10
月
に
快
晴
が
続
き

す
ぎ
た
せ
い
か
出
穂
が
遅
れ
た
飼
料
稲
が
ま

だ
残
る
。
農
業
は
天
気
に
常
に
左
右
さ
れ
る
。

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
、

先
日
国
会
で
可
決
さ
れ
た
。
公
選
制
の
廃
止
、

そ
し
て
市
町
村
長
の
任
命
制
へ
と
変
わ
り
定

数
も
削
減
さ
れ
る
。
あ
さ
ぎ
り
町
内
に
あ
る

全
耕
地
面
積
、
３
，２
１
５
ha
あ
ま
り
を
現
在

26
名
の
委
員
で
運
営
し
て
い
る
が
、
改
正
後

の
定
数
上
限
は
19
名
と
な
る
。
単
純
に
一
人

あ
た
り
で
面
積
を
割
る
と
約
１
６
９
ha
正
規

田
で
５
６
３
枚
。
実
際
に
は
筆
数
で
い
く
と

１
０
０
０
枚
い
や
、
そ
の
何
倍
に
も
な
る
の
で

は
な
い
か
。
農
業
者
人
口
の
減
少
に
伴
い
定
数

削
減
は
や
む
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

田
畑
の
面
積
は
そ
れ
ほ
ど
急
に
は
減
っ
て
は
い

か
な
い
。
農
地
を
守
る
の
が
、
農
業
委
員
会
の

役
目
な
の
だ
か
ら
。

　

先
日
町
内
で
は
な
か
っ
た
が
、
あ
る
役
員

会
で
興
味
深
い
話
を
耳
に
し
た
。
農
業
者
の

話
の
中
で
「
鳥
獣
害
が
ひ
ど
い
、
こ
れ
か
ら

先
守
っ
て
い
け
る
見
込
み
の
な
い
生
産
性
の
低

い
農
地
を
こ
れ
か
ら
先
も
、
や
は
り
守
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
話
に
な
っ
た

時
、
誰
一
人
そ
の
答
え
を
言
え
る
者
は
い
な

か
っ
た
の
だ
と
。

　

農
業
は
天
気
の
み
な
ら
ず
時
代
に
も
左
右

さ
れ
る
。
せ
め
て
、
机
上
の
空
論
に
は
左
右
さ

れ
た
く
な
い
も
の
だ
。　
　
　
　
　
（
Ｙ
・
Ｎ
）

農業経営に必要な情報をわかりやすく伝えます。購読してみませんか？
◆全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発
　行する “農家のための情報誌 ”です。
◆「週刊」の時間を生かし、情報がわかりやすいよう解説的にまとめて
　います。
◆また、多くの読者の皆様に満足して頂けるよう、家族全員が楽しめる
　記事も充実しています。
◆さらに、全国 47都道府県にある支局の県版・地方版の充実により、地
　域の元気で特徴ある明るい話題や地域独自のイベント情報などの提供
　に努めています。ときには、あさぎり町の記事が掲載されることも！

◆毎週金曜日発行（郵送で配達されます）　◆購読料　月 700 円（送料、税込み）

編
集
後
記

編
集
後
記

あさぎり町賃借料情報
　農地法の改正により、標準小作料制度が廃止となりました。
　標準小作料に変わるものとして、あさぎり町農地賃借料情報を提供します。
　あさぎり町における平成 26年１月から 12月までに締結（公告）された賃借契約における賃
借料水準（10aあたり）をまとめたものです。今後の賃借料を決めるときの参考にしてください。
☆賃借料情報（田）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：10aあたり

区域 平均値 最高 最低 データ数
上 22,500 円 30,000 円 8,600 円 79 
免田 21,600 円 35,000 円 7,000 円 162 
岡原 21,000 円 29,500 円 6,500 円 59 
須恵 20,200 円 28,000 円 10,000 円 44 
深田 21,300 円 27,000 円 10,000 円 30 
（参考）
あさぎり町 21,500 円 35,000 円 6,500 円 374 

☆賃借料情報（畑）
区域 平均値 最高 最低 データ数

あさぎり町
全域 8,100 円 10,000 円 3,000 円 56 

※データ数は、集計に用いた物納以外の契約筆数です。
　この金額は、あくまでも参考ですので、実際の賃借料は農地の状況にあわせて『貸し手』と『借
り手』の両者でよく話し合って決めてください。

◆田畑の賃借は、農業委員会に届け出が必要です。


